
平成２７年 第５回 筑紫野市議会定例会（１２月） 
提出議案について 

 

 平成２７年第５回筑紫野市議会定例会（会期：１２月１日から１２月１８日まで）に次の

議案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

同意第４号 筑紫野市御笠財産区管理委員の選任について 

本件は、現委員の任期が、平成２７年１２月 7 日をもって満了となることから、

筑紫野市御笠財産区管理会条例第３条の規定に基づき、議会の同意を求めるもので

す。 

同意第５号 筑紫野市平等寺⼭財産区管理委員の選任について 

本件は、現委員の任期が、平成２７年１２月７日をもって満了となることから、 

筑紫野市平等寺⼭財産区管理会条例第３条の規定に基づき、議会の同意を求めるもの

です。 

報告第１３号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分を⾏っておりますので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求め

るものです。内容は、平成２７年７月２６日、筑紫野南中学校の野球部の部活動中に、打球

が防球ネットを越え、相⼿方⾞両を損傷させたものです。この事故に伴います損害賠償額に

ついて、１３０，９８１円で示談協議が整いましたので、平成２７年１０月３０日付けで 

専決処分を⾏ったところです。 

報告第１４号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分を⾏っておりますので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求め

るものです。内容は、平成２７年８月２５日、筑紫野市⼤字阿志岐の⾥道の木の枝が、台風

で折れたことにより、相⼿方家屋を損傷させたものです。この事故に伴います損害賠償額に

ついて、４８７，０８０円で示談協議が整いましたので、平成２７年１１月６日付けで、 

専決処分を⾏ったところです。 

議案第５３号 筑紫野市部設置条例等の⼀部を改正する条例の制定について 



本件は、平成２８年４月１日に施⾏する筑紫野市組織機構の⼀部⾒直しにより現⾏組織の

再編、所管事務の変更、課等の名称変更の必要が生じましたので、条例の⼀部を改正するも

のです。 

議案第５４号 

筑紫野市⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関

する法律に基づく個⼈番号の利⽤及び特定個⼈情報の提供に関する条例の

制定について 

本件は、⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律の施⾏

に伴い、本市における個⼈番号の独自利⽤や特定個⼈情報の庁内連携等に関し必要な事項を 

定めるため、条例を制定するものです。 

議案第５５号 
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の⼀部を改

正する条例の制定について 

本件は、被⽤者年⾦制度の⼀元化等を図るための厚生年⾦保険法等の⼀部を改正する法律

の施⾏により、共済年⾦が厚生年⾦に⼀元化されたことに伴い、地方公務員等共済組合法を

引⽤する条文を改めるため、条例の⼀部を改正するものです。 

議案第５６号 筑紫野市税条例等の⼀部を改正する条例の制定について 

本件は、地方税法等の⼀部を改正する法律の施⾏等に伴い、徴収猶予制度等の⾒直し、法

⼈番号の明確化を図るため条例の⼀部を改正するものです。 

議案第５７号 証⼈等の実費弁償に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について 

本件は、農業協同組合法等の⼀部を改正する等の法律の施⾏に伴い、引⽤条項を改めるた

め、条例の⼀部を改正するものです。 

議案第５８号 筑紫野市農業委員会委員の定数条例の制定について 

本件は、農業協同組合法等の⼀部を改正する等の法律の施⾏に伴い、農業委員の選出方法

が変更され、また、委員の定数を改めるため、条例を制定するものです。 

議案第５９号 筑紫野市農地利⽤最適化推進委員の定数条例の制定について 

本件は、農業協同組合法等の⼀部を改正する等の法律の施⾏に伴い、農地利⽤最適化推進

委員の定数を定めるため、条例を制定するものです。 

議案第６０号 第五次筑紫野市総合計画基本構想及び基本計画について 



本件は、第五次筑紫野市総合計画の基本構想及び基本計画について、筑紫野市議会基本条

例第１７条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

議案第６１号 指定管理者の指定について 

本件は、筑紫野市勤労⻘少年ホーム、筑紫野市農業者トレーニングセンター、筑紫野市筑紫

運動広場、筑紫野市御笠運動広場及び筑紫野市⼭家スポーツ公園の５施設の指定期間が 

平成２７年度末で満了することから、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、 

指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

議案第６２号 下水道の排水協定について 

本件は、下水道の円滑な運営のため、筑紫野市と小郡市との間で締結しております下水

道の排水協定が、平成２８年３月３１日限りで効⼒を失うため、地方自治法第２４４条の

３第３項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

議案第６３号 平成２７年度筑紫野市⼀般会計補正予算（第２号）について 

補正の主な内容は、歳出予算といたしましては、動画配信による、ちくしの魅⼒発信事業

１８０万円や、国⺠健康保険事業特別会計繰出⾦１億１千５３６万８千円、介護給付等事業 

１億７千６３万７千円、私⽴保育所運営委託事業６千５４２万４千円の増額、公共施設等整

備基⾦へ３億２千５６４万４千円の積⽴てなどをするものです。これに⾒合いの歳⼊予算と

いたしましては、地方交付税７５４万３千円、総務費国庫補助⾦３千１２６万５千円の増額

などをするものです。このため、歳⼊歳出予算の総額に歳⼊歳出それぞれ６億１千１８万１

千円を追加し、歳⼊歳出予算の総額を歳⼊歳出それぞれ３１６億２千８０２万７千円とする

ものです。「債務負担⾏為の補正」といたしましては、２９件、５億１千４７９万３千円の

追加を⾏っています。 

議案第６４号 
平成２７年度筑紫野市国⺠健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

補正の主な内容は、歳出予算といたしましては、⼀般被保険者療養給付費１億９千８７３

万円、⼀般被保険者⾼額療養費７千３５９万６千円、償還⾦６千４０３万円の増額などをす

るものです。これに⾒合いの歳⼊予算といたしましては、⼀般被保険者国⺠健康保険税１億

２千２３１万５千円、療養給付費等負担⾦１億５６６万７千円の増額などをするものです。



このため、歳⼊歳出予算の総額に歳⼊歳出それぞれ２億５千８２２万６千円を追加し、歳⼊

歳出予算の総額を歳⼊歳出それぞれ１１４億９千２２万７千円とするものです。「債務負担

⾏為の補正」といたしまして、２件の３千６８４万４千円を追加し計上しています。 

議案第６５号 
平成２７年度筑紫野市住宅新築資⾦等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

について 

補正の主な内容は、歳出予算といたしましては、住宅新築資⾦等公債償還積⽴⾦５１７万

２千円の増額をするものでございます。これに⾒合いの歳⼊予算といたしましては、前年度

繰越⾦５１７万３千円の増額と基⾦繰⼊⾦１千円を減額するものです。このため、歳⼊歳出

予算の総額に歳⼊歳出それぞれ５１７万２千円を追加し、歳⼊歳出予算の総額を歳⼊歳出そ

れぞれ１千８５万１千円とするものです。 

議案第６６号 平成２７年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

補正の主な内容は、歳出予算といたしましては、⾼額介護サービス費１千２万２千円の増

額などをするものです。これに⾒合いの歳⼊予算としましては、介護給付費交付⾦３５１万

６千円、介護給付費繰⼊⾦１５６万９千円の増額などをするものです。このため、歳⼊歳出

予算の総額に歳⼊歳出それぞれ８２７万９千円を追加し、歳⼊歳出予算の総額を歳⼊歳出そ

れぞれ５９億６千９４２万７千円とするものです。「債務負担⾏為の補正」といたしまして、

７件の１億４１５万円を追加し計上しています。 

議案第６７号 
平成２７年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

補正の主な内容は、⼈事異動に伴う職員給与費４１万８千円を増額し、これに⾒合いの歳

⼊予算としましては、⼀般会計から繰⼊れし、同額を増額するものです。このため、歳⼊歳

出予算の総額に歳⼊歳出それぞれ４１万８千円を増額し、歳⼊歳出予算の総額を歳⼊歳出そ

れぞれ２億２千６８７万７千円とするものです。「債務負担⾏為の補正」といたしまして、

１件の９万７千円を追加し計上しています。 

議案第６８号 平成２７年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第１号）について 

補正の主な内容は、職員の⼈事異動に伴う職員給与の調整と、減価償却費及び企業債利息

の支払額の確定によるものです。このことから、収益的収支では、収⼊について補正はあり

ませんが、支出について既決予定額から１千２０万３千円を減額し、１８億６千４０４万９



千円とするものです。資本的収支では、収⼊について補正はありませんが、支出について既

決予定額から１８７万３千円を減額し、８億７千２７４万円とするものです。「債務負担⾏

為」といたしまして、３件で４千９２８万２千円を計上しています。 

議案第６９号 平成２７年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

補正の主な内容は、職員の⼈事異動に伴う職員給与の調整と、減価償却費及び企業債利息

の支払額の確定によるものです。このことから、収益的収支では、収⼊について補正はあり

ませんが、支出について既決予定額から１３７万円を減額し、２０億８千４７９万８千円と

するものです。資本的収支では、収⼊について補正はありませんが、支出について既決予定

額に、４８万５千円を増額し、１８億５千２５万１千円とするものです。「債務負担⾏為」

といたしまして、１件、２万円を計上しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


